
日本郵政グループ労働組合組合員の皆さまへ ２０１９年度

ゴルフプレー中のケガや賠償リスクへの備えは出来ていますか。
団体割引３０％が適用された保険料となっております。

ぜひこの機会にご検討ください。

〒１５１－８５０２　東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２０－６
  　　　　　　　ＴＥＬ　０１２０－０２５－３７５（無料）
  　　　　　　　ＦＡＸ　０１２０－７７９－７８３（無料）

株 式 会 社　　　郵　　　愛

公務開発部　日本郵政室 ＴＥＬ ０３－３２５９－６６８２

総合保険係

三井住友海上火災保険株式会社

JP労組
賠償責任保険制度のご案内

（ゴルファー保険）
賠償責任保険制度のご案内

（ゴルファー保険）

団体割引 30％（注）適用! !

取 扱 代 理 店

引 受 保 険 会 社

保 険 期 間
申 込 締 切 日
　（締切を過ぎてしまった方、中途加入を希望される方には別途対応いたします。）
保 険 料 引 落 日
　※保険料は９月２４日にご指定のゆうちょ銀行口座より引落しとなります。
契 約 者
申 込 人
（ 加 入 者 ）

記 名 被 保 険 者

：２０１９年７月１日午後４時から２０２０年７月１日午後４時までの1年間
：２０１９年５月２４日（金）郵愛必着で加入申込票をご返送ください。

：２０１９年９月２４日（火）

：日本郵政グループ労働組合
：①日本郵政グループの社員または退職者で、日本郵政グループ労働組合が
　　加入を認める方
　②日本郵政グループ労働組合の役職員の方
：上記申込人（加入者）のみです。

◇
◇

◇

◇
◇

◇

日本国内でラウンド中にホールインワンまたは
アルバトロスを達成し、達成の祝賀会の費用がかかった　　など

このパンフレットには「2019 年度 JP 労組　賠償
責任保険制度のご案内（ゴルファー保険）〈別冊〉」
がついています。あわせてお読みください。

日本郵政グループ労働組合
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支払限度額／保険金額と保険料

賠償責任補償1 2

3 4用 品 補 償

傷 害 補 償

費用補償

海外も
補　償

海外も
補　償

国内のみ
補　償

海外も
補　償

ホールインワン・
ア ル バトロス

団体割引

30%
適用！
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【個人情報の取扱いについて】

ご 加 入 内 容 確 認 事 項

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、
ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

１．保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致
しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）
支払限度額・保険金額（ご契約金額）
保険期間（保険のご契約期間）
保険料・保険料払込方法

２．加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

 皆さまがご確認ください。

・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？
　「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
　＊ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
　または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？

＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

３．次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更　など）
・既にご加入されているがご継続されない場合


